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（一社）静岡県建設産業団体連合会会長　様　　　
（一社）静岡県建設業協会会長　様　　　　　　　
静岡県建設事業協同組合連合会会長　様
（一社）静岡県建設コンサルタンツ協会会長　様
（一社）静岡県測量設計業協会会長　様
（一社）静岡県地質調査業協会会長　様

交通基盤部長　

「業務委託契約書への仕様書の編纂省略について」の一部改正
について(通知)

このことについては、平成11年３月26日付け管第522号により通知しましたが、電子契約の運用開始及び事務効率化等のため、別添新旧対照表のとおり一部改正したので通知します。
なお、令和６年４月１日以降発注する業務委託契約書においては、別紙１～７のいずれかによることができるものとしますが、当面の間は、改正前の取扱いであっても差し支えないものとします。










　　担　　当　建設経済局建設業課建設業班
建設経済局技術調査課技術調査班
電話番号　054-221-3059，2168


【別添】
新　旧　対　照　表
	改正前
	改正後

	
【別紙】（令和５年１月１日一部改正）
　
測量作業共通仕様書
用地調査等共通仕様書
工損調査共通仕様書
地質・土質調査共通仕様書
土木設計業務等共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書(平成１１年静岡県告示第３２８号)に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。














































































	
【別紙１】（令和６年４月１日一部改正）
　
測量作業共通仕様書
用地調査等共通仕様書
工損調査共通仕様書
地質・土質調査共通仕様書
土木設計業務等共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。
　
※　各仕様書名のうち、不要なものは抹消して使用すること。（抹消印は不要）









【別紙２．測量用】（令和６年４月１日一部改正）
　
測量作業共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。
　
【別紙３．用地調査用】（令和６年４月１日一部改正）
　
用地調査等共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。
【別紙４．土木設計業務用】（令和６年４月１日一部改正）
　
土木設計業務等共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。








【別紙５．地質・土質調査用】（令和６年４月１日一部改正）
　
地質・土質調査共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。
【別紙６．土木設計業務用】（令和６年４月１日一部改正）
　
土木設計業務等共通仕様書
　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書により、この業務を履行するものとする。



【別紙７】（令和６年４月１日一部改正）

　　☐　測量作業共通仕様書
　　☐　用地調査等共通仕様書
　　☐　工損調査共通仕様書 
　　☐　地質・土質調査共通仕様書
　　☐　土木設計業務等共通仕様書 


　　受注者は、業務委託に係る仕様書（平成11年静岡県告示第328号）に基づく上記仕様書のうち、この業務に適用する仕様書（チェック「✔」の記載があるもの）により、この業務を履行するものとする。
　



